
電子政府推進員について 

目 的  電子政府推進員は、都道府県ごとに電子政府利用促進の核となる者（①地域のＩＴオピ
ニオンリーダー、②年間申請件数の多い手続等分野に密接に関連する業務に従事する国家
資格を有する者ⅰ)税理士、ⅱ)司法書士及び土地家屋調査士、ⅲ)社会保険労務士、ⅳ)行
政書士、ⅴ）通関士、ⅵ）弁理士）を全国で251人委嘱しており、地域におけるきめ細かな
普及啓発・意見要望の把握活動を行うことを目的としている。なお、当該制度は平成17年
７月から開始したものである。 

委嘱状況 計２５１人（平成２４年１月５日現在） 

委嘱期間 ２年を超えない範囲内（現委嘱期間：平成23年７月1日～２５年６月３０日） 

活動範囲  各推進員が居住する上記地区を中心に、以下の活動を行うこととされている。 

 ① 電子政府に関する普及・啓発 

 ➁ 電子政府に関する意見要望の把握 
 さらに、上記のような活動の効果的な実施に資することを目的として、電子政府推進員

協議会（地域懇談会等）の開催や電子掲示板の活用等により、推進員同士の意見交換に加

え、総務省からこれまでの取組の情報提供等を行っている。 

（内訳） 
 ① 職種別 
    オピニオンリーダー ７５人、 税理士 ４０人、司法書士及び土地家屋調査士 ４０人、  
    社会保険労務士   ４０人、 行政書士 ３９人、通関士 ７人、弁理士 １０人 
 ➁ 地区別 
    北海道地区  １３人、 東北地区 ２２人、 関東地区 ６６人、 中部地区 ３３人、 
    近畿地区   ３４人、  中国地区 ２６人、 四国地区 ２０人、   九州地区 ３３人、 
    沖縄地区      ４人 
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